
議 案 第 １ 号

　令和６年２月１４日提出

白岡市都市計画審議会会長

蓮田都市計画 地区計画の変更について



 

蓮田都市計画地区計画の変更（ 白岡市決定）  

 

 

蓮田都市計画宮山団地地区地区計画を次のよ う に変更する 。  
告 示 年 月 日 

令 和  年  月  日  

  

名称 宮山団地地区地区計画 

位置 
白岡市上野田字宮山、 字十二所、 字内大町及び字前西ヶ 崎の各一部並びに

下野田字本村、 字日川宮市及び字東西大町の各一部 

面積 約１ ０ ． ２ ｈ ａ  

地区計画の目標 

本地区は、 市のほぼ中心に位置し 、（ 旧） 住宅地造成事業に関する 法律 

によ り 宅地開発さ れ、 必要な道路・ 公園等の公共施設の整備が行われた地 

区である 。 こ のため、 地区計画の策定によ り 、 良好な住環境の維持・ 保全

を図る こ と を目標と する 。  

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
の
方
針 

土地利用に関する 方針 

 地区内の良好な住環境を維持・ 保全する ため、 低層住宅区域を定める も  

のと する 。  

 また、 利便性の向上に資する ため、 低層住宅区域と 調和を図り ながら 店 

舗等の立地を許容する 区域を定め、 秩序ある 土地利用を図る も のと する 。  

地区施設の整備の方針 
本地区における地区施設は、 今後と も その機能、 環境が損なわれないよ  

う 維持、 保全を図る も のと する 。  

建築物等の整備の方針 

 良好な住宅地の形成を図る ため、 建築物等の用途の制限、 建築物の容積

率の最高限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、

壁面の位置の制限、 建築物等の高さ の最高限度、 建築物等の形態又は色彩

その他の意匠の制限及び垣又はさ く の構造の制限を行う も のと する 。  

 

 

地

区 

整

備

計

画 

 

 

 

地
区
施
設
の
配
置
及
び
規
模 

道路 

区画道路  幅員 ４ ． ５ ｍ  １ ９ 本  延長約１ ， ４ ８ ８ ． ４ ４ ｍ 

区画道路  幅員4. 5～6. 0ｍ   １ 本  延長約  ３ １ ６ ． ６ ２ ｍ 

区画道路  幅員5. 0～6. 0ｍ   １ 本  延長約  ３ ４ ２ ． １ ７ ｍ 

区画道路  幅員 ６ ． ０ ｍ  １ ５ 本  延長約１ ， ４ ４ ４ ． ５ ２ ｍ 

区画道路  幅員6. 0～9. 5ｍ   １ 本  延長約  １ ８ ０ ． ９ ３ ｍ 

区画道路  幅員 ８ ． ０ ｍ   １ 本  延長約  １ ０ ０ ． ０ ４ ｍ 

区画道路  幅員8. 0～9. 5ｍ   １ 本  延長約  ３ ６ ２ ． ５ ８ ｍ 

公園、 緑地 

その他の公共空地 

公  園  ３ 箇所  約０ ． ２ ５ ｈ ａ  

緑  地  １ 箇所  約０ ． ０ １ ｈ ａ  

遊 水 池  １ 箇所  約０ ． ３ ５ ｈ ａ  

 

 

地 区 の

区分 

区分の名称 Ａ地区（ 住宅地）  Ｂ 地区（ 店舗・ 事務所）  

区分の面積 約９ ． ８ ６ ｈ ａ  約０ ． ３ ４ ｈ ａ  
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建

築

物

に

関

す

る

事

項 

建築物等の用途の制

限 

 

 

 次の各号に掲げる 建築物以外

は、 建築し てはなら ない。  

１  一戸建ての住宅 

２  長屋（ ３ 戸以上のも のを除

く 。）  

３  共同住宅（ ３ 戸以上のも のを

除く 。）  

４  住宅で次に掲げる 用途を兼ね

る も の 

(1) 事務所（ 床面積の合計が５ ０

㎡を超える も のを除く 。）  

(2) 日用品の販売を主たる 目的と  

する 店舗 

(3) 理髪店、 美容院、 ク リ ーニン 

グ取次店、 質屋、 貸衣装屋、 貸

本屋その他こ れら に類する サー

ビス業を営む店舗 

(4) 洋服店、 畳屋、 建具店、 自転

車店、 家庭電気器具店その他こ

れら に類する サービス業を営む

店舗で作業場の床面積の合計が

50 ㎡以内のも の（ 原動機を使用

する 場合にあっては、 その出力

の合計が 0.75kw 以下のも のに

限る 。）  

(5) 自家販売のために食品製造業 

 を営むパン屋、 米屋、 豆腐屋、

菓子屋その他こ れら に類する も

ので作業場の床面積の合計が50

㎡以内のも の（ 原動機を使用す

る 場合にあっては、 その出力の

合計が 0.75kw 以下のも のに限

る 。）  

(6) 学習塾、 華道教室、 囲碁教室

その他こ れら に類する 施設 

(7) 美術品又は工芸品を製作する  

 ためのアト リ エ又は工房（ 原動

機を使用する 場合にあっては、

その出力の合計が 0.75kw 以下

のも のに限る 。）  

(8) 診療所（ 患者の収容施設を有

する も のを除く 。）  

５  建築基準法（ 昭和２ ５ 年法律

第２ ０ １ 号） 別表第２ （ い） 項

第９ 号に規定する 公益上必要な

建築物 

６  建築基準法（ 昭和２ ５ 年法律

第２ ０ １ 号） 別表第２ （ い） 項

第１ ０ 号に規定する 建築物に附

属する も の 

 

 次の各号に掲げる 建築物以外は、  

建築し てはなら ない。  

１  Ａ地区（ 住宅地） 欄各号に掲げ 

 る も の 

２  事務所 

３  日用品の販売を主たる 目的と す 

 る 店舗 

４  診療所（ 患者の収容施設を有す 

 る も のを除く 。）  

５  集会所 
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建築物の容積率の最

高限度 

 

２ ０ ／１ ０  

 

建築物の建蔽率の最

高限度 

 

６ ／１ ０  

ただし 、 建築基準法第５ ３ 条第３ 項第２ 号に該当する  

建築物にあっては１ ／１ ０ を加えたも のと する 。  

建築物の敷地面積の

最低限度 

 １ １ ０ ㎡ 

 ただし 、 こ の基準が適合さ れる 際、 現に建築物の敷地と し て使用さ

れている 土地で当該基準に適合し ないも の又は現に存する 所有権その

他の権利に基づいて建築物の敷地と し て使用する なら ば当該基準に適

合し ないこ と と なる 土地について、 その全部を一の敷地と し て使用す

る 場合又はその全部の敷地に隣接する 土地を付け足し てなお基準に適

合し ない場合においてはこ の限り ではない。  

壁面の位置の制限 
 建築物の外壁若し く はこ れに代わる 柱の面又は高さ ２ ｍを超える 門

若し く はへいの面から 道路境界線までの距離は、０ ．５ ｍ以上と する 。 

建築物等の高さ の最

高限度 
建築物の高さ は１ ０ ｍ以下と する 。  

建築物等の形態又は

意匠の制限 

１  屋外広告物は、 自家用のも のと し 、 埼玉県屋外広告物条例施行規

則昭和５ ０ 年埼玉県規則第５ ３ 号） 別表第２ の１ の禁止地域におけ

る 基準に適合さ せなければなら ない。  

２  建築物の外壁及び屋根の色彩は、 地区と 調和し た落ち着き のある

色調と する 。  

３  敷地外に落雪のおそれのある 屋根には、 雪止め等を設ける も のと

する 。  

垣又はさ く の構造の

制限 

 道路境界線に面する 垣又はさ く は、次の各号に該当する も のと する 。 

(1) 生垣 

(2) 道路面から 高さ １ ． ２ ｍ以下のコ ンク リ ート ブロ ッ ク 、 レンガ又

は石積等の上に次のも のを組み合わせたも の 

① 透視可能なフェ ンス。 ただし 、 その高さ は地盤面から １ ． ８ ｍ

以下と する 。  

 ② 植栽 

備   考 
 

 「 区域及び地区整備計画は計画図表示のと おり 」  

 

理 由 建築物の建蔽率の最高限度及び建蔽率の表記について、 白岡市地区計画区域内における建築物の

制限に関する 条例と 整合を図る ため、 本地区計画を変更する も のです。  
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理 由 書        

 

 本理由書は 、 蓮 田都市計画地区計画 の 変更（ 白岡市： 宮山団地地 区） に つい て

の 理由を 示し た も の で す。  

 

Ⅰ． 蓮田都市計 画区 域に お け る 位 置等 

  蓮田都市計画区域に 含ま れ る 土地 の 区域 は 、 蓮田市、 白 岡市の 行政区域の 全

域で す。  

 【 白岡市： 宮山団地地区】  

  本地区は 、 市の ほ ぼ 中 心に 位 置し 、（ 旧） 住 宅地造成 事業 に 関す る 法律 に よ

っ て 宅地開発さ れ 、必 要な 道路・ 公園等 の 公共施設 の 整備が 行 わ れ た 地区で す。 

 

Ⅱ． 変更理由 

  白 岡市 地区 計 画 区 域 内 に お け る 建 築 物の 制 限に 関 す る 条 例 と の 整 合 を 図 る

た め 、 建築物の 建 蔽率の 最 高限度及び 建蔽率の 表記等を 変更する も の で す。  

 

Ⅲ． 変更内容 

  建築物等の 整備方針及び建築物に 関する 事項の う ち「 建ぺい 率」に つい て「 建

蔽率」 に 変更 し ま す。 ま た 、 建築 物等の 用途制限の う ち 「 事務所」 を 「 事務所

（ 床面積の 合計が ５ ０ ㎡を 超え る も の を 除く 。）」 に 変更し ま す。 さ ら に 、 建築

物に 関する 事項の 建築物の 建蔽率の 最 高限度に つい て「 た だ し 、 建築基準法第

５ ３ 条 第 ３ 項 第 ２ 号 に 該 当 す る 建 築 物 に あ っ て は １ ／ １ ０ を 加 え た も の と す

る 。」 を 追 加 し ま す。  

 

 新  旧  

建 築 物

等 の 整

備 の 方

針 及 び

建 築 物

に 関 す

る 事 項  

建蔽率  建ぺい 率  

建 築 物

等 の 用

途 の 制

限  

(1 )  事務所（ 床面積 の 合計が ５ ０

㎡を 超え る も の を 除 く 。）  

 

(1 )  事 務所  

建 築 物

の 建 蔽

率 の 最

高限度  

６ ／１ ０  

た だ し 、建築基 準法第 ５ ３ 条第３ 項

第 ２ 号 に 該 当 す る 建 築 物 に あ っ て

は １ ／１ ０ を 加え た も の と する 。  

６ ／ １ ０  

 

Ⅳ． 関連する 都 市計 画 

  特に な し  
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地区名

面　積

テクノパーク白岡地区

約　3.5　ha

地区名

面　積

白岡西部産業団地地区

約　15.7　ha

地区名

面　積

白岡物流センター地区

約　8.7　ha

地区名

面　積

野牛・高岩地区

約　56.2　ha

地区名

面　積

白岡駅東部中央地区

約　30.4　ha

地区名

面　積

宮山団地地区

約　10.2　ha

地区名

面　積

白岡ニュータウン地区

約　46.8　ha

変更する地区計画の区域

既決定の地区計画の区域

総括図
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宮山団地地区
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宮山団地地区
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建築基準法第５３条 角地緩和規定について 

 

建築基準法第５３条には街区の角地にある敷地について、建蔽率の最高限度を

１０％緩和する規定があります。 

 

＜建ぺい率・容積率とは＞ 

 

建ぺい率 ＝ 建築面積／敷地面積 × １００ 

容積率  ＝ 延床面積／敷地面積 × １００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜角地の建蔽率が緩和される理由＞ 

 

道路に面した敷地は、建築物の高さが規制されます。角地は、２つの道路から

それぞれ規制を受けます。容積率が１つの道路に面する建築物と同じとなるよ

うにするため、建蔽率の最高限度が緩和されます。 

 

図１              図２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

敷地   道路 

 

白岡市告示第  号 

白岡駅西口周辺整備まちづくり協議会
運営費補助金交付要綱を廃止する告示を
次のように定める。 

 

令和５年 月 日 

 

 

白
岡市長 藤井 栄一郎

60 ㎡ 

100 ㎡の土地の場合 

60 ㎡まで 

建築可能 

（建築面積） 

建ぺい率 ６０％       

 

  

100 ㎡の土地の場合 

200 ㎡まで 

建築可能 

（延床面積） 

容積率 ２００％ 

50 ㎡ 

50 ㎡ 

50 ㎡ 

50 ㎡ 

8



建築基準法 第５３条 抜粋 

 

第五十三条 建築物の建築面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合にお 

いては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合(以下「建蔽率」とい 

う。)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはな 

らない。 

一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居

専用地域、第二種中高層住居専用地域、田園住居地域又は工業専用地域内

の建築物 十分の三、十分の四、十分の五又は十分の六のうち当該地域に

関する都市計画において定められたもの 

二 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は準工業地域内の建築

物 十分の五、十分の六又は十分の八のうち当該地域に関する都市計画に

おいて定められたもの 

三 近隣商業地域内の建築物 十分の六又は十分の八のうち当該地域に関す

る都市計画において定められたもの 

四 商業地域内の建築物 十分の八 

五 工業地域内の建築物 十分の五又は十分の六のうち当該地域に関する都

市計画において定められたもの 

六 用途地域の指定のない区域内の建築物 十分の三、十分の四、十分の

五、十分の六又は十分の七のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮

し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの 

２ 建築物の敷地が前項の規定による建築物の建蔽率に関する制限を受ける地

域又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の建蔽率は、同項

の規定による当該各地域又は区域内の建築物の建蔽率の限度にその敷地の当

該地域又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得た

ものの合計以下でなければならない。 

３ 前二項の規定の適用については、第一号又は第二号のいずれかに該当する

建築物にあつては第一項各号に定める数値に十分の一を加えたものをもつて

当該各号に定める数値とし、第一号及び第二号に該当する建築物にあつては

同項各号に定める数値に十分の二を加えたものをもつて当該各号に定める数

値とする。 

二 街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するもの

の内にある建築物 
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蓮田都市計画地区計画（ 宮山団地地区） の 新旧対照表 

   

 新  旧  

建 築 物

等 の 整

備 の 方

針  

良 好な 住宅 地の 形成 を 図る た め 、

建 築物等の 用途の 制 限、 建築物 の

容 積率の 最 高限度、 建築物の 建 蔽

率 の 最高限 度、 建築 物の 敷地面 積

の 最低限度 、 壁面の 位置の 制限 、

建 築物等の 高さ の 最 高限度、 建 築

物 等の 形態 又は 色彩 そ の 他の 意 匠

の 制限及び 垣又は さ く の 構造の 制

限を 行う も の と す る 。  

良好な 住宅 地 の 形 成 を 図 る た め 、

建築物 等の 用 途の 制 限、 建築物 の

容積率 の 最 高 限度 、 建築 物の 建 ぺ

い 率の 最高 限 度、 建 築物 の 敷地 面

積の 最低限度、壁面の 位置の 制限 、

建築物 等の 高 さ の 最 高限 度、 建 築

物等の 形態 又 は 色 彩 そ の 他の 意 匠

の 制限 及び 垣 又は さ く の 構造の 制

限を 行う も の と する 。  

建 築 物

等 の 用

途 の 制

限  

(1 )  事務所（ 床 面積の 合計が ５ ０

㎡を 超え る も の を 除く 。）  

 

(1 )  事務所  

建 築 物

に 関 す

る 事項  

建築物の 建 蔽率の 最高限度  建築 物の 建ぺい 率の 最高限度  

建 築 物

の 建 蔽

率 の 最

高限度  

６ ／１ ０  

た だ し 、 建 築基 準 法第 ５ ３ 条第 ３

項 第 ２ 号 に 該当 す る 建 築 物に あ っ

て は １ ／ １ ０ を 加 え た も の と す

る 。  

６ ／１ ０  
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蓮田都市計画地区計画の変更  
 

 

経緯の概要 （白岡市：宮山団地地区）  

 

１   住 民 説 明 会   令和 ５年 ８月２７日  

２ 原 案 の 縦 覧   令和 ５年 ８月２９日から  

令和 ５年 ９月１２日まで  

  ３ 県 知 事 協 議   令和 ５年１０月 ４日  

  ４ 県 知 事 協 議 回 答   令和 ５年１０月１８日  

５ 案 の 縦 覧 公 告   令和 ５年１１月１４日  

６ 案 の 縦 覧   令和 ５年１１月１４日から  

令和 ５年１１月２８日まで  

７ 白岡市都市計画審議会   令和 ６年 ２月１４日  

８ 決 定 告 示   令和 ６年 ２月２６日（予定）  

９ 図 書 の 写 し の 送 付   令和 ６年 ３月 中旬（予定）  
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